


 



 

 



 

 











別紙３

１、当該事業所において現に行っている事業の内容

　　セメント・同製品製造業（コンクリート製品の製造）

２、計画期間

　　令和２年度～令和５年度

３、産業廃棄物の処理に掛かる管理体制に関する事項

　　別紙１　参照

４、産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

　　　 当事業所の発生量実績は令和２年度３３７６ｔ、令和３年度３１１１ｔで

　　ありましたが、令和４年度は３２０５ｔとなりました。内訳としては、製造時

　　における余剰コンクリート、およびコンクリート性能試験に使用したもの

　　の処分と、不具合品を一部処分したものです。

　　令和５年度については、前年比と同程度の生産予定であり、試験関連

　　の発生は継続するため、令和４年度と同程度の発生が見込まれます。

５、産業廃棄物の分別に関する事項

　　製造工程で発生したものを保管しています。

６、産業廃棄物の再生利用に関する事項

　　当事業所の産業廃棄物はコンクリートくずが主であり１００％再生利用しています。

７、産業廃棄物の処理に関する事項

　　①発生量の抑制を図る

　　　 ・工程内のロスの減少化

　　　 ・再加工および用途外利用により処分製品の減少化

　　　 ・再利用可能な製品の製造（平板ブロック等）

　　②再生利用の更なる推進

　　　 ・再生利用率を維持する

　　③その他

　　　 ・処理内容を確認し、処理業者と適正な委託契約を締結する


